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降積雪期における防災態勢の強化等について 
 
平素より国土交通行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 今般、中央防災会議会長より「降積雪期における防災態勢の強化等について」

（令和７年１２月２日付け中防災第２２号）が発出されたことを受け、国土交

通事務次官より「降積雪期における防災態勢の強化等について」（令和７年１２

月８日付け国官運安第１０３号、国水防第４７６号）のとおり通知がありまし

た。 
 貴団体におかれましては、これから本格的な降積雪期を迎えるにあたり、輸

送の安全確保等に遺漏のないよう、別紙の事項について傘下会員に周知徹底を

行い、事故の防止に努めるようお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
別紙 

【バス、タクシー、トラック等共通】  

（１） 気象情報（大雪や雪崩、暴風雪等に関する警報・注意報を含む。）や道

路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対策を講ずることによ

り、輸送の安全確保に万全を期すこと。  

① 災害発生時の社内における連絡体制を改めて確認すること。  

② 気象予報や路面の状況、降雪状況等を勘案しつつ、冬用タイヤの装着、

チェーンの携行及び早めの装着を徹底すること。  

③ 冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超えていな

いことを日常点検時に確認すること。  

④ 点呼時等において、運行経路の道路情報や、気象情報に基づき、乗務員

に適切な指示を行うこと。  

⑤ 積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。  

⑥ 気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、運行

の中止等の指示を行うとともに、バスの運休、タクシーの配車の休止、宅

配便の集配荷の休止など、サービスの停止に係る情報については、ホーム

ページ等を通じて利用者に分かりやすく情報提供すること。 

⑦ 乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハ

ンドルを行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安

全速度の遵守、車間距離の確保について指導を徹底すること。 

（２） 大型車の車両脱輪事故を防止するため、スタッドレスタイヤへの交換

時等に、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理、交換作業後

の増し締め等を確実に行うこと。 

  

【バス】  

（１） 乗務員に対して、高齢者、障害者等要配慮者の乗客に留意し、他の乗

客の理解を得て優先席等の使用を促すとともに、特に車内事故の発生原

因となる発車時及び停車時の離着席及び車内移動について注意喚起する

よう指導することにより、降積雪期における高齢者や障害者等要配慮者

の車内での転倒事故防止に努めること。  

（２） 鉄道輸送が困難な場合のバスによる代替輸送等緊急時の輸送対策に万

全を期すこと。  

  

【レンタカー】  

降積雪期における道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離

の確保等の留意事項について、利用者に対し周知するよう努めること。  

 

 



 
 

 

【バスターミナル】  

（１） 気象情報（大雪や暴風雪等に関する警報・注意報を含む）や施設内に

おける降雪状況を適時に把握し、施設内の除雪等を安全かつ適切に行う

こと。  

（２） 除雪体制並びに万一の災害時の情報の連絡体制について再確認の徹底

を図ること。また、関係機関との情報の連絡体制についても再確認を図

ること。  

  

【自動車道】  

（１） 気象情報（大雪や雪崩、暴風雪等に関する警報・注意報を含む。）や道

路における降雪状況を適時に把握し、道路の除雪等を安全かつ適切に行

うこと。  

（２） 各出先機関や委託業者も含め、除雪体制並びに万一の災害時の情報の

連絡体制及び復旧体制について、再確認及び徹底を図ること。また、関

係機関との情報の連絡体制についても再確認を図ること。  

（３） 雪崩等の危険箇所の状況について、専門家の協力を得るなどにより点

検を行うとともに、危険防止のため必要と認めるときは直ちに通行規制

の措置を執るなど、迅速かつ適切に対応すること。  

（４） 降雪や雪崩等により道路の交通障害や災害が発生した場合は、関係機

関等との連携を図り、迅速な復旧を図るよう対応すること。また、特に

豪雪時においては、関係機関が連携して情報共有を図る情報連絡本部を

設置するなど、安定した道路交通の確保に向けた、より緊密な連携体制

を確保するとともに、道路利用者等に対する適時適切な情報提供に努め

ること。 


